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新地方公会計制度に基づく「総務省方式改訂モデル」による財務諸表 
 国においては「行財政改革の重要方針(平成 17 年 12 月 24 日閣議決定)」、「簡素で効率的な政

府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成 18 年 6 月 2 日法律第 47 号)」等により、

地方公共団体における公会計の整備について一層の推進を図ることとされ、新たな公会計の整備

に向けた検討が行われました。これをうけて平成 18 年 5 月、総務省から「新地方公会計制度研究

会報告書」が発表され民間企業同様の発生主義による複式簿記による会計方式を取り入れた「基

準モデル」と、既存の決算数値を利用した従来方式に改良を加えた「総務省方式改訂モデル」と

言う二つの会計制度が提案されました。平成 18 年 7 月には、こうした政策の実証プロジェクトとして

「新地方公会計制度実務研究会」が発足し、岡山県倉敷市で「基準モデル」、静岡県浜松市で「総

務省方式改訂モデル」について、作成手法等の検討を行い、その結果を反映させた作成マニュア

ルが「新地方公会計制度実務研究会報告書」として平成 19 年 10 月 17 日に発表されました。 

また平成 19 年 10 月 17 日付け総財務第 218 号総務省自治財政局長通知「公会計の整備推進

について」により、これらを活用した公会計改革への取組みが求められ、都道府県、人口 3 万人以

上の都市は平成 20 年度決算までに財務 4 表の整備又は作成に必要な情報の開示に取り組むこ

ととされました。 

これに基づき佐倉市では平成 20 年度決算について総務省方式改訂モデルで作成しました。従

来の総務省方式から大きく変更された点は、税収入、国県支出金については収入ではなく市に対

する出資であるとの考えから損益計算書にあたる行政コスト計算書には収入として計上せず、新た

に示された純資産変動計算書で表わされることになります。また、従来、決算統計上の区分をその

まま使っていた固定資産の分類を、次のように改めました。総務費・その他⇒総務、民生費⇒福祉、

衛生費⇒環境衛生、農林水産業費・労働費・商工費⇒産業振興、土木費⇒生活インフラ・国土保

全、消防費⇒消防、教育費⇒教育。その他、道路等の減価償却期間が変更され長くなったことか

ら、固定資産の総額が 200 億円程度の増加となりました。このことから従来までのバランスシートと

は継続性はないものとして作成しました。 
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貸借対照表
(平成21年3月31日現在）

（単位：千円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方

[資産の部] [負債の部]

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債 32,128,484

①生活インフラ・国土保全 76,904,612 (2) 長期未払金

②教育 73,787,983 ①物件の購入等 0

③福祉 5,496,036 ②債務保証又は損失補償 0

④環境衛生 1,876,110 ③その他 0

⑤産業振興 3,143,718 長期未払金計 0

⑥消防 3,275,156 (3) 退職手当引当金 9,012,062

⑦総務 6,991,129 (4) 損失補償等引当金 0

有形固定資産合計 171,474,744 固定負債合計 41,140,546

(2) 売却可能資産 31,410

公共資産合計 171,506,154 ２　流動負債

(1) 翌年度償還予定地方債 3,479,325

２　投資等 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0

(1) 投資及び出資金 (3) 未払金 0

①投資及び出資金 3,793,371 (4) 翌年度支払予定退職手当 0

②投資損失引当金 0 (5) 賞与引当金 180,809

投資及び出資金計 3,793,371 流動負債合計 3,660,134

(2) 貸付金 25,937

(3) 基金等 負　　債　　合　　計 44,800,680

①退職手当目的基金 0

②その他特定目的基金 7,048,246

③土地開発基金 2,234,592 [純資産の部]

④その他定額運用基金 279,812 １　公共資産等整備国県補助金等 23,683,188

⑤退職手当組合積立金 17,904

基金等計 9,580,554 ２　公共資産等整備一般財源等 145,792,382

(4) 長期延滞債権 2,032,091

(5) 回収不能見込額 △ 232,000 ３　その他一般財源等 △ 22,254,632

投資等合計 15,199,953

４　資産評価差額 18,247

３　流動資産

(1) 現金預金 純　 資　 産　 合　 計 147,239,185

①財政調整基金 3,140,363

②減債基金 289,006

③歳計現金 1,257,639

現金預金計 4,687,008

(2) 未収金

①地方税 609,590

②その他 37,160

③回収不能見込額 0

未収金計 646,750

流動資産合計 5,333,758

資　　産　　合　　計 192,039,865 負 債 ・ 純 資 産 合 計 192,039,865

※１　他団体及び民間への支出金により形成された資産 ①生活インフラ・国土保全 2,988,252 千円

②教育 1,142,288 千円

③福祉 1,293,109 千円

④環境衛生 2,547,064 千円

⑤産業振興 821,664 千円

⑥消防 9,162 千円

⑦総務 258,836 千円

計 9,060,375 千円

　上の支出金に充当された財源 ①国県補助金等 984,833 千円

②地方債 458,549 千円

③一般財源等 7,616,993 千円

計 9,060,375 千円

※２　債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等 898,776 千円

②債務保証又は損失補償 5,623,816 千円

（うち共同発行地方債に係るもの 0 千円）

③その他 3,246,088 千円

※３　地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のうち2,618,087千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※４　普通会計の将来負担に関する情報

　　　（貸借対照表に計上したものを含む）

負債計上 注記

（未払金計上） （契約債務）

（引当金計上） （偶発債務）

普通会計の将来負担額 48,738,351 千円

[内訳]　普通会計地方債残高 36,070,883 千円 35,607,809 千円

　　　　債務負担行為支出予定額 0 千円 0 千円 0 千円

　　　　公営事業地方債負担見込額 498,584 千円 498,584 千円

　　　　一部事務組合等地方債負担見込額 5,125,232 千円 5,125,232 千円

　　　　退職手当負担見込額 7,043,652 千円 7,043,652 千円

　　　　第三セクター等債務負担見込額 0 千円 0 千円 0 千円

　　　　連結実質赤字額 0 千円

　　　　一部事務組合等実質赤字負担額 0 千円

基金等将来負担軽減資産 46,407,453 千円

[内訳]　地方債償還額等充当基金残高 12,841,269 千円

　　　　地方債償還額等充当歳入見込額 3,883,529 千円

　　　　地方債償還額等充当交付税見込額 29,682,655 千円

(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 2,330,898 千円

※５　有形固定資産のうち、土地は73,132,359千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は70,338,234千円です。

項　目

[ 内 訳 ]

金　額
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貸借対照表 

貸借対照表は、会計年度末（基準日）時点で、地方公共団体がどのような資産を保有し

ているのかと（資産保有状況）、その資産がどのような財源でまかなわれているのかを（財

源調達状況）、対照表示した財務書類です。貸借対照表により、基準日時点における地方公

共団体の財政状態（資産・負債・純資産といったストック条項の残高）が明らかにされま

す。 
「資産」は、①将来の資金流入をもたらすもの、②将来の行政サービス提供能力を有する

ものに整理されます。「負債」とは、将来、債権者に対する支払や返済により地方公共団体

から資金流出をもたらすものであり、地方債がその主たる項目です。また「純資産」は、

資産と負債の差額であり、地方税、地方交付税、国庫補助金など将来の資金の流出を伴わ

ない財源や資産評価差額などが計上されます。 
 企業会計では、原則として貸借対照表の項目を流動性の高い順に配列する流動性配列法

に従って記載されますが、総務省方式改訂モデルでは、固定的な項目から順に配列する固

定性配列法によります。これは、地方公共団体においては、長期的な資産保有形態である

固定資産の割合が高く、その財源調達についても長期的な債務である地方債の比重が高い

ことを重視したものです。 
 平成２０年度決算を見ると資産を１，９２０億円保有し、負債４４８億円、純資産１，

４７２億円がその財源となっていることがわかります。このように、資産合計額と負債・

純資産合計額が一致（バランス）することからバランスシートとも呼ばれます。 
□作 成 基 準 
 今回の貸借対照表は、平成１９年１０月１７日に総務省から公表された「新地方公会計

制度実務研究会報告書」第３部「総務省方式改訂モデルに基づく財務書類作成要領」に沿

って作成しました。 
①  作成の基準日は、平成２１年３月３１日（平成２０年度末）です。なお出納整理期

間中の処理を含むものとします。 
②  集計した範囲は、佐倉市の普通会計（一般会計、公共用地取得事業特別会計、災

害共済事業特別会計）の数値です。 
③  積み上げた基礎数値は、昭和４４年度以降（平成２０年度まで）の決算統計のデー

タによるものです。従って昭和４３年度以前の事業費は入っていません。 
④  総務省方式改訂モデルに基づく財務書類作成要領では、土地、建物等については、

段階的に時価評価等により整備を進めていくべきとあります。平成２０年度決算につ

いては従来通りの手法により評価額は、取得当時の建設費を基準とし、国が示した耐

用年数に基づいて減価償却（年数が経つにつれ価値が下がる処理）を行いました。売

却可能資産以外の土地については、取得した当時の価格で計上してあります。 
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貸借対照表附属説明書類     

【資産の部】 

資産の部では、有形固定資産（建物、土地）が約１,７１５億円で資産全体の約８８．１％

を占め、残りが基金（積立金）、貸付金、未収金等で約２０８億円となっています。 
１．有形固定資産     

 有形固定資産は、「地方財政状況調査表」が現在の様式になった昭和４４年度以降支出 

した普通建設事業の合計額を、取得価額とみなして表示しています。従って昭和４３年度 

以前に取得した有形固定資産は、計上されていません。有形固定資産の減価償却は、使用

費目別の主な使途別に設定された耐用年数に基づき、残存価格を０とする定額法により計

算しています。有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、残存価額（バランスシート計

上額）は次のとおりです。また平成２０年度決算から適応する総務省方式改訂モデルでは

道路、街路等の減価償却期間が長くなったことから固定資産総額は従来方式と比べると約

２００億円増加しています。 
○有形固定資産明細表 ( 次ページ ) 
 
○土地明細表 

  （単位：千円）

  取 得 価 額 

道 路 橋りょう 12,710,026

街  路 14,319,706

公営住宅 2,609,552

小 学 校 7,590,495

中 学 校 9,782,465

そ の 他 26,120,115

合  計 73,132,359 
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２．投資等 
出資金や貸付金等、長期にわたって現金化することができない、もしくは、現金化する 

意思が今現在ない資産を、投資その他の資産として計上しています。 
（１）投資及び出資金     
    財団法人や法人等への出資残高、および保有している有価証券です。 
 平成２０年度末現在の内訳は、次のとおりです。    （単位：千円）  

 有価証券  

  （株）広域高速ネット二九六 50,000 

  （株）ベイエフエム 850 

  （株）千葉銀行 274 

  （株）みずほフィナンシャルグループ 50 

 出資による権利  

  千葉県信用保証協会 17,506 

  佐倉市商工業振興基金 140,000 

   （財）佐倉緑の銀行 200,000 

  印旛郡市広域市町村圏事務組合 1,803,908 

  （財）佐倉国際交流基金 285,090 

  （財）ちば国際コンベンションビューロー 5,000 

  （財）印旛沼環境基金 38,050 

  佐倉市水道部 1,227,988 

  その他（１０件） 24,655 

合  計 3,793,371 

 
 
（２）貸付金     
 佐倉市が第三者に貸付を行っている金額です。     
 平成２０年度末現在の内訳は、次のとおりです。  （単位：千円）  

 住宅新築資金等貸付金  30,732

 住宅新築資金等貸付金未収金（元金分） △ 4,795

合  計 25,937
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（３）基金     
①特定目的基金     

特定の目的のために、預金等で積み立てられている基金の残額です。 
（単位：千円） 

 公共施設整備基金 147,455 

  庁舎建設基金 5,102,671 

  住宅新築資金等貸付事業基金 1,987 

  文化振興積立基金 170,000 

  保健福祉振興基金 316,711 

  ふるさと事業基金 515,000 

  勝田台・長熊線基金 517,088 

  学校教育振興基金 14,294 

  災害共済基金 13,599 

 市民花火大会基金 4,007 

 みどりのまちづくり基金 245,434 

合  計 7,048,246 

 
②土地開発基金     
 平成２０年度末現在の内訳は、次のとおりです。   （単位：千円）  

 現 金 1,688,592 

  土 地 546,300 

合  計 2,234,592 

       
③定額運用基金     

特定の目的のために定額の資金運用を行う基金のうち、土地開発基金以外のものです。 
 平成２０年度末現在の内訳は、次のとおりです。      （単位：千円）  

  中小企業資金融資基金 130,000

  文化財産等取得基金 79,812

  音楽ホール事業基金 30,000

  美術館事業基金 30,000

  国民健康保険高額療養費貸付基金 10,000

合  計 279,812
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３．流動資産     
現金、預金および１年以内に現金化することが可能な資産を流動資産として計上します。 

（１）現金・預金 
①財政調整基金 

将来の資金不足に備えて、預金等により保有している積立金です。  
平成２０年度末現在の内訳は、次のとおりです。      （単位：千円） 

 預 金 3,140,363

 
②歳計現金 

歳入総額から歳出総額を差し引いたもので、平成２０年度末に佐倉市が保有している現

金および金融機関に預けている預金を計上しています。  （単位：千円） 

 現金・預金 1,257,639

     
（２）未収金 
 平成２０年度決算から当年度調定額について回収できなかった額を未収金として計上し

ています。平成１９年度以前の未収金については、長期延滞債権として計上することとし

ました。また長期延滞債権のうち市税の過去５年の不納欠損額の平均額２３２，０００千

円を回収不能見込額として計上しました。 
①地方税収入    

平成２０年度調定額に対して未収となった税金です。内訳は、以下の 
とおりです                （単位：千円） 

 市民税 309,321

  固定資産税 247,542

  軽自動車税 6,751

  都市計画税 45,976

合  計 609,590

 
②その他の収入 

市税以外の収入で平成 20年度調定額に対して未収となった分担金負担金使用料及び諸収

入です。内訳は、以下のとおりです。   （単位：千円）  
 分担金負担金使用料手数料 13,931 

  諸収入 23,229 

合  計 37,160 
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【負債の部】     
  負債の部では、地方債が固定負債、流動負債をあわせ約３５６億円で、負債全体の７９．

５％、退職給与引当金が約９０億円で２０.０％の割合になっています。また平成２０年度

決算から賞与引当金として１億８０００万円を計上しました。 
１．固定負債 

１年を越えて支出が予定される地方債などを固定負債として計上しています。 
（１）地方債 

佐倉市が発行した地方債のうち、平成２１年４月１日以降に返済が予定される金額です。

平成２０年度末現在の地方債の内訳は次のとおりです。  
（単位：千円） 

 一般公共事業債 616,041 

  公営住宅建設事業債 973,190 

  災害復旧事業債 2,570 

  教育・福祉施設等整備事業債 5,581,508 

 一般単独事業債 7,562,035 

  公共用地先行取得等事業債 823,875 

  厚生福祉施設整備事業債 759,756 

  減税補てん債 5,909,905 

  臨時税収補てん債 426,022 

  臨時財政対策債 11,618,378 

  都道府県貸付金 55,711 

  その他 1,278,788 

  控除：１年以内に返済期限の到来する額 △ 3,479,325 

               差引：貸借対照表計上額 32,128,484 

 
なお、平成２０年度以降、５年間の年度別の返済予定額及び返済後残高は次のとおり  

です。（２０年度以降の新規借入は含んでいません）  
（単位：千円） 

    返 済 予 定 額   返 済 後 残 高 

   平成２１年度 3,479,325 32,128,484 

   平成２２年度 3,691,544 28,436,940 

   平成２３年度 3,703,767 24,733,173 

   平成２４年度 3,520,044 21,213,129 

   平成２５年度 3,295,759 17,917,370 
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（２）退職給与引当金     
年度末に在籍している職員が全員退職（普通退職）すると仮定した場合に支払う退職手

当の１００％の金額です。                 （単位：千円）  

 退職給与引当金 9,012,062

 
２．流動負債     
 １年以内に支出が予定される地方債等を流動負債として計上しています。 
（１）翌年度償還予定額     
   佐倉市が発行した地方債のうち、平成２２年３月３１日までに返済が予定される金額で

す。                           （単位：千円）  

 翌年度償還予定額 3,479,325

 
（１）賞与引当金     
 平成２０年度決算から、翌年度に支払われる期末勤勉手当のうち、当年度負担相当額を

計上することとしました。支払は翌年度６月であっても、その発生原因は当年度にも発生

していると言う考えから、平成２１年度６月支払見込み額の６分の４を計上しています。 
                             （単位：千円） 

 賞与引当金 180,809

 
 
【純資産の部】     

平成２０年度決算から、従来の【正味資産の部】は【純資産の部】と変更されました。

また、これまでの国庫支出金、都道府県支出金、一般財源等の三分類から公共資産等整備

国県補助金等、公共資産等整備一般財源、その他一般財源資産の三分類に変更されました。

内訳は、純資産の総額が１，４７２億円のうち公共資産等整備国県補助金等が２３７億円、

公共資産等整備一般財源等が約１，４５８億、その他一般財源等が△２２３億円となって

います。その他一般財源は将来自由に使用できる財源ですが、臨時財政対策債や退職手当

引当金等資産形成を伴わない負債が存在するためマイナスとなっています。多くの団体が

同様な状況となっています。資産評価差額は売却可能資産を資産評価したために生じた取

得価格との差額が計上されています。 
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【補助金に関する情報】 
普通建設事業費により他団体に支出した補助金、並びに県営事業、国直轄事業、及び同

級他団体等へ負担金として支払われた負担金の昭和４４年度以降の累計額です。 
                （単位：千円） 

  
 昭和 44年度 最 近 ５ カ 年 の 実 績 

 以降累計額 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度

 総 務 費 541,008 21,380 30,680 12,030 16,120 23,110 

 民 生 費 2,055,413 0 0 55,473 53,670 63,042 

 衛 生 費 3,265,578 744,970 590,009 45,484 37,052 29,948 

 労 働 費 0 0 0 0 0 0 

 農林水産業費 4,092,081 21,862 12,862 15,671 17,456 45,203 

 商 工 費 300,318 0 0 0 0 0 

 土 木 費 4,523,517 41,210 55,250 113,981 75,665 71,073

 消 防 費 11,114 0 0 1,919 5,671 2,519 

 教 育 費 2,033,532 0 0 0 0 0 

 そ の 他 0 0 0 0 0 

合   計 16,963,096 829,422 688,801 244,558 205,634 234,895

 
なお、平成２０年度における主なものは、次のとおりです。 
                                            （単位：千円） 

補  助  金  
コミュニティ環境整備事業補助金 21,110 

福祉のまちづくり推進費 30,042 

高齢者福祉・介護施設整備補助事業費 33,000 

合併処理浄化槽設置事業補助金 29,948 

農業生産基盤整備事業費 34,761 

既存建築物耐震改修等支援費 2,519 

その他 83,515 

合 計 234,895 
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貸借対照表財務分析 

１．社会資本形成の世代間負担比率 
社会資本整備の結果を示す有形固定資産が、どのような財源で行われてきたかを示した 

もので、有形固定資産合計に対し、純資産がどのような割合になっているかを表してます。 
平成２０年度における佐倉市の数値は、７６．７％で、前年より１．５ポイントの減と

なっています。これは、分子となる純資産が約１８億円増加し、分母となる有形固定資産

が約１１億３０００万円減少したことによります。 
ここで、純資産は主に今までの世代の負担により形成された社会資本の額をさしてい 

ることから、この指標値が高いほど将来世代の負担が小さく、財務の安全性という観点か 

らは望ましいと見ることができます。しかし、道路や施設などは、将来の世代も利用して 

いくものなので、地方債を利用することによって将来の住民もその元利金の支払によって 

適切な“世代間の負担の公平”を担うということもあり、この指標値の高低だけで一概に 

評価することはできません。 
項      目 平成２０年３月 平成２１年３月 

  社会資本形成の世代間負担比率 
75.2％ 76.7％ 

 （返済負担のない資金で整備） 

 
２．歳入額対資産比率 

資産合計を歳入額で除することにより、資産の形成度合いを測ることができます。 
この年数が多いほど、既に社会資本整備ができていると考えられますが、反面、既存の 

社会資本に対する維持管理経費が必要になるともいえます。 
佐倉市の平成２０年度末と平成１９年度末の比較では、歳入合計（分母）が２．５％減

少し資産合計（分子）も０．６％減少しました。その結果、比率は０．１ポイント増加し

ました。このことから、佐倉市では既に社会資本整備はある程度進んでいますが、歳入の

伸びが期待できないなかで、既存の社会資本の維持管理に多くの経費を充てる必要がある

ことがわかります。 
 

項      目 平成２０年３月 平成２１年３月 

  歳入合計（ａ） 39,163 百万円 38,201 百万円 

 資産合計（ｂ） 193,170 百万円 192,040 百万円 

  歳入額対資産比率（ｂ／ａ） 4.93  年 5.03  年 

 

13



３．有形固定資産の行政目的割合 
有形固定資産の目的別割合を見ることにより、行政分野ごとに資産形成の比重を把握す

ることができます。この割合を見ることによって、これまでの佐倉市の社会資本形成がど

こに重点をおいてきたのかが明確になります。 
佐倉市の場合、これまで、生活インフラ・国土保全（土木関係）及び教育関係に対して、

重点的に資産形成を行ってきたことがわかります。しかし、この割合が低いからといって、

その行政分野のサービスが少ないということではありません。たとえば、予算に占める民

生費の割合は高いですが民生費の多くは扶助費などのように、その年度に消費されてしま

う行政サービスです。そのため社会資本形成とは結びつかないことになるからです。  
             （平成２１年３月３１日現在） 

     目   的 金   額 割   合 

生活インフラ・国土保全 76,905 億円 44.9 ％ 

  教育 73,788 億円 43.0 ％ 

  福祉 5,496 億円 3.2 ％ 

 環境衛生 1,876 億円 1.1 ％ 

 産業振興 3,411 億円 1.8 ％ 

消防 3,275 億円 1.9 ％ 

  総務 6,991 億円 4.1 ％ 

  有形固定資産合計 171,475 億円 100.0 ％ 

 
４．住民１人当たりの貸借対照表 

通常の貸借対照表では、団体の人口規模等により、単純な他団体比較が困難な面があり

ますが、貸借対照表の各項目の数値を住民１人当たりで算出することにより、他団体との

比較が容易になるものと考えられます。 
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貸借対照表
(平成21年3月31日現在）

（単位：千円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方

[資産の部] [負債の部]

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債 183

①生活インフラ・国土保全 438 (2) 長期未払金

②教育 420 ①物件の購入等 0

③福祉 31 ②債務保証又は損失補償 0

④環境衛生 11 ③その他 0

⑤産業振興 18 長期未払金計 0

⑥消防 19 (3) 退職手当引当金 51

⑦総務 40 (4) 損失補償等引当金 0

有形固定資産合計 977 固定負債合計 234

(2) 売却可能資産 0

公共資産合計 977 ２　流動負債

(1) 翌年度償還予定地方債 20

２　投資等 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金） 0

(1) 投資及び出資金 (3) 未払金 0

①投資及び出資金 22 (4) 翌年度支払予定退職手当 0

②投資損失引当金 0 (5) 賞与引当金 1

投資及び出資金計 22 流動負債合計 21

(2) 貸付金 0

(3) 基金等 負　　債　　合　　計 255

①退職手当目的基金 0

②その他特定目的基金 40

③土地開発基金 13 [純資産の部]

④その他定額運用基金 2 １　公共資産等整備国県補助金等 135

⑤退職手当組合積立金 0

基金等計 55 ２　公共資産等整備一般財源等 830

(4) 長期延滞債権 12

(5) 回収不能見込額 △ 1 ３　その他一般財源等 △ 127

投資等合計 87

４　資産評価差額 0

３　流動資産

(1) 現金預金 純　 資　 産　 合　 計 838

①財政調整基金 18

②減債基金 2

③歳計現金 7

現金預金計 27

(2) 未収金

①地方税 3

②その他 0

③回収不能見込額 0

未収金計 4

流動資産合計 30

資　　産　　合　　計 1,094 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,094

※１　他団体及び民間への支出金により形成された資産 ①生活インフラ・国土保全 17 千円

②教育 7 千円

③福祉 7 千円

④環境衛生 15 千円

⑤産業振興 5 千円

⑥消防 0 千円

⑦総務 1 千円

計 52 千円

　上の支出金に充当された財源 ①国県補助金等 6 千円

②地方債 3 千円

③一般財源等 43 千円

計 52 千円

※２　債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等 5 千円

②債務保証又は損失補償 32 千円

（うち共同発行地方債に係るもの 0 千円）

③その他 18 千円

※３　地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のうち2,618,087千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※４　普通会計の将来負担に関する情報

　　　（貸借対照表に計上したものを含む）

負債計上 注記

（未払金計上） （契約債務）

（引当金計上） （偶発債務）

普通会計の将来負担額 278 千円

[内訳]　普通会計地方債残高 205 千円 203 千円

　　　　債務負担行為支出予定額 0 千円 0 千円 0 千円

　　　　公営事業地方債負担見込額 3 千円 3 千円

　　　　一部事務組合等地方債負担見込額 29 千円 29 千円

　　　　退職手当負担見込額 40 千円 40 千円

　　　　第三セクター等債務負担見込額 0 千円 0 千円 0 千円

　　　　連結実質赤字額 0 千円

　　　　一部事務組合等実質赤字負担額 0 千円

基金等将来負担軽減資産 264 千円

[内訳]　地方債償還額等充当基金残高 73 千円

　　　　地方債償還額等充当歳入見込額 22 千円

　　　　地方債償還額等充当交付税見込額 169 千円

(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 13 千円

※５　有形固定資産のうち、土地は73,132,359千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は70,338,234千円です。

項　目 金　額

[ 内 訳 ]
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５．他市との比較 
総務省方式改訂モデルにより作成された貸借対照表のうち住民１人当たりの資産、負債、

純資産について、他市との比較表です。         
(単位:千円) 

  資  産 負  債 純資産 純資産比率 

  佐 倉 市 1,094 255 839 76.7%

  八 街 市 938 351 587 62.6%

  八千代市 898 368 530 59.0%

  船 橋 市 945 277 668 70.7%

  銚 子 市 892 708 184 20.6%

  印 西 市 1,937 502 1,435 74.1%

  市 原 市 1,600 310 1,290 80.6%

南房総市 2,243 756 1,487 66.3%

東 金 市 1,247 334 913 73.2%

袖ヶ浦市 1,589 245 1,344 84.6%
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行政コスト計算書 

貸借対照表は、地方公共団体の資産、負債の状況を明らかにするものですが、地方公共

団体の行政活動は、資産の形成だけではなく、人的サービスや給付サービスなど資産形成

につながらない行政サービスが大きな比重を占め、そしてこの行政サービス的活動は、必

然的にコストすなわち資源の消費を伴います。 
このようなことから、コスト計算書は、地方公共団体の年間の道路や学校建設といった 

資産形成ではなく、サービス的な行政活動の実態を現金支出のみならず、減価償却費など 

の非現金支出コストまでも含めた形で把握することで、コストという側面から１年間に実 

施された地方公共団体の活動実績を把握しようとするものです。 
 利益を目的として活動している企業においては、損益計算書で売上に対応する売上原価 

を費用として算出し、それを損益計算の基礎としますが、営利を目的としない地方公共団 

体においては、そうした損益計算ではなく、あるサービスにどれだけのコストがかかって 

いるかという、行政コストの内容自体の分析を行うことを目的として行政コストの作成基 

準が作られています。 
 
 □作 成 基 準 

 今回の行政コスト計算書は、平成１９年１０月１７日に総務省から公表された「新地方

公会計制度実務研究会報告書」第３部「総務省方式改訂モデルに基づく財務書類作成要領」

に沿って作成しました。 
① 集計した範囲は、貸借対照表と同様普通会計です。 
② 計上を行うコストの範囲は、当該年度の住民に提供した行政サービスのうち、資産   

形成につながる支出( 貸借対照表上で経理 )を除いた現金支出に減価償却費、不納欠損額、

退職給与引当金繰入といった非現金支出を加えたものとなっています。
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行政コスト計算書附属説明書類      

【行政コストの部】        
行政活動すべてに係るコストは、全体で約３３５億円となり、その内訳は「人にかかコ

スト」が約８１億円（全体の２４．１％）、「物にかかるコスト」が約１０４億円（３１．

０％）、「移転支出的なコスト」が約１３９億円（４１．４％）、「その他のコスト」が約１

２億円(３．５％)となっています。 
１．人にかかるコスト        
   行政サービスの担い手である職員に要する経費です。 
（１） 人件費    
人件費決算額を計上しています。 

人件費決算額 7,918,061 千円

 
（２） 退職給与引当金繰入等  
退職給与引当金繰入等は、前年度末の退職給与引当金から、当該年度末の退職給与引当

金の差額を計上しています。佐倉市は退職手当組合に加入しているため、実際に退職金が

支払われることがないため、差額がコストとして計上されます。今年度は引当額が減少し

たため△２，５２８千円となっています。 
        
２．物にかかるコスト        

物件費や維持補修費など地方公共団体が最終消費者になっているものです。  
（１）物件費        

  賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、委託料など地方公共団体が支出する消費的性質

の経費の総称です。              
  （単位：千円） 

 
 
  
          
     
 
 
 
 
 
 

賃   金 751,326

旅   費 15,469

交 際 費 1,712

需 用 費 1,146,171

役 務 費 203,963

備品購入費 106,306 

委 託 料 3,207,512 

そ の 他 556,521 

合   計 5,988,980 
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 （２）維持補修費        
       地方公共団体が管理する公共施設等の維持補修経費です。  
（３）減価償却費      

平成２０年度の各費目ごとにおける減価償却額です。    
  有形固定資産明細表の減価償却累計額を各費目ごとに数値を差し引いたものです。平成

２０年度決算から減価償却期間が延びた項目があるため減価償却費も減少しました。 
 
３．移転支出的なコスト      
  他の主体に移転して効果が出てくるものの支出経費です。  
 （１）社会保障給付費（扶助費）      
前年度までは扶助費でしたが、平成２０年度決算から社会保障給付費として計上していま

す。 
 （単位：千円） 
 
 

      
（２）補助費等          

（単位：千円） 
 
 
 
 

（３）他会計への支出額 
                    （単位：千円） 

国民健康保険会計への繰出し 905,953

老人保健特別会計への繰出し 90,130

介護保険事業会計への繰出し 1,206,452

農業集落排水事業への繰出し 18,469

下水道事業への繰出し 221,099

社 会 福 祉 費  
 
福   祉 

1,321,571

老 人 福 祉 費 105,530

児 童 福 祉 費 2,051,533

生 活 保 護 費 1,690,253

災 害 救 助 費 160

衛    生    費 環 境 衛 生 256,640

教    育    費 教       育 207,679

合       計 5,633,366

決算統計上補助費等の額 4,703,430 

他会計への繰出経費 △41,195 

補助費等の計上額 4,662,235 
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交通災害共済特別会計への繰出し 6,201

後期高齢者医療特別会計への繰出し 865,272

水道事業会計への繰出し 41,195

他会計への繰出への支出額 3,354,771

 
（４）普通建設事業費 (他団体への公共資産整備補助金等)  

平成２０年度に普通建設事業費により他団体に支出した補助金並びに県営事業及び同級     
他団体へ支出した負担金の金額です。      
  
      主なものは、Ｐ．１２「補助金に関する情報」のとおりです。  
 
４．その他のコスト        
   上記に属さないコスト経費です。 
（１）公債費 (利子分のみ)       

         （単位：千円） 

     利 子 償 還 額 820,641 

            
 （２）回収不能見込計上額        
  長期延滞債権のうち平成２０年度に不納欠損処理した金額及び過去５年の不納欠損額の

平均値との合計額です。        
     
【収入項目の部】        
１．使用料、手数料、分担金、負担金、寄付金、諸収入等    
   
  これらの収入については、現年調定額を計上しています。なお、現年調定額の内、既に

バランスシート上で長期延滞債権に計上されている過年度調定済の歳入や、普通会計間の

繰入金等は控除しています。またこれまで収入として計上していた市税等一般財源収入や、

国・県支出金は純資産変動計算書に計上されることとなり行政コスト計算書では計上され

ません。 
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行政コスト計算書財務分析 

１．行政コストの目的割合 
 行政コストの行政目的別割合を見ることにより、行政分野ごとにコストの比重を把握す 

ることができます。行政コストはバランスシートに計上される資本形成に係わる支出以外 

の、いわゆる人件費や物件費、扶助費などの経費を集計したものです。この割合により、

現在の佐倉市の行政コストが、どの目的に費やされているのかが明確になります。佐倉市

においては、高齢者や障害者また児童福祉などに係わる福祉コストが約１１１億円と最も

高く、次いで社会教育施設の管理運営や学校給食委託などの物件費に多くの費用が費やさ

れた教育、人件費関係に多くのコストを要する総務費、道路の補修などの維持補修費が大

きい生活インフラ・国土保全、清掃事業などを広域で行うために一部事務組合へ多額の支

出が必要となる環境衛生などの分野に多くの行政コストが費やされています。  
       
２．行政コストに係わる自立性（受益者負担金の割合） 
 行政コスト計算書の「経常収益」は使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負担

の金額ですので、これを「経常費用」と比較することにより、行政サービスの提供に対す

いする受益者負担の割合を算出することができます。 
（％） 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

生活インフラ・国土保全 0.9

教育 0.9

福祉 4.3

環境衛生 5.2

産業振興 0.5

消防 0

総務 1.4

議会 0
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３．住民１人当たりの行政コスト 
バランスシート同様行政コスト計算書の数値を住民１人当たりのデータとして計算する 

ことで、規模の異なる団体との比較に役立つものと考えられます。 
 佐倉市では、１年間に住民１人当たり１９１，０００円の経費をかけていることがわか 

ります。行政目的別コストは、以下のとおりです。     
（平成２１年３月３１日現在） 

                   （単位：千円） 
生活インフラ・国土保全 20

教育 33

福祉 63

環境衛生 18

産業振興 5

消防 17

総務 27

議会 2

支払利息 4

その他 2

行政コストの合計額 191
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純資産変動計算書 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、１年間でど

のように変動したかを表す財務書類です。純資産変動計算書においては、地方税、地方交

付税などの一般財源、国県支出金などの特定財源が純資産の増加要因として直接計上され、

行政コスト計算書で算出された純経常費用（純経常行政コスト）が純資産の減少要因とし

として計上されることなどを通じて１年間の純資産総額の変動が明らかにされます。 
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資金収支計算書 

 

 資金収支計算書は、一会計期間における、地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金

の流れを性質の異なる三つの活動に分けて表示した財務書類です。現金等の収支の流れを

表したものであることから、キャッシュ・フロー計算書とも呼ばれます。現金収支につい

ては、現行の歳入歳出決算書においても明らかにされますが資金収支計算書においては、

「経常的収支」「公共資産整備収支」「投資・財務的収支」と言う性質の異なる三つの活動

に大別して記載され、地方公共団体の資金が期首残高から期末残高へと増減した原因が明

らかにされるのが特徴です。経常的収支が対象とする「支出」は、基本的に行政コスト計

算書が発生主義で計上する資産形成を伴わない経常的な行政活動に伴う費用を現金主義で

捉え直したものであり、「収入」は地方税、地方交付税などの経常的な収入を計上するもの

です。地方公共団体は資産形成を伴わない経常的な行政活動のほか、施設の建設や、道路、

橋りょうなどインフラ資産の形成なども行っていかなければなりませんので、経常的収支

は黒字に保たれるのが通常です。 
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（単位：千円）

人件費 8,900,009

物件費 5,988,980

社会保障給付 5,633,366

補助金等 4,662,235

支払利息 750,625

他会計等への事務費等充当財源繰出支出 3,157,635

その他支出 477,155

支 出 合 計 29,570,005

地方税 25,453,342

地方交付税 184,000

国県補助金等 4,555,846

使用料・手数料 915,543

分担金・負担金・寄附金 213,894

諸収入 272,253

地方債発行額 1,236,700

基金取崩額 260,510

その他収入 3,030,386

収 入 合 計 36,122,474

経 常 的 収 支 額 6,552,469

公共資産整備支出 2,655,457

公共資産整備補助金等支出 234,895

他会計等への建設費充当財源繰出支出 228,037

支 出 合 計 3,118,389

国県補助金等 336,704

地方債発行額 290,700

基金取崩額 36,329

その他収入 16,495

収 入 合 計 680,228

公 共 資 産 整 備 収 支 額 △ 2,438,161

投資及び出資金 4,426

２ 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部

３ 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部

資金収支計算書
自　平成２０年４月　１日

至　平成２１年３月３１日

１ 経 常 的 収 支 の 部

貸付金 5,000

基金積立額 664,207

定額運用基金への繰出支出 15,479

他会計等への公債費充当財源繰出支出 136,095

地方債償還額 3,431,807

支 出 合 計 4,257,014

国県補助金等 0

貸付金回収額 7,648

基金取崩額 0

地方債発行額 26,600

公共資産等売却収入 24,789

その他収入 63,486

収 入 合 計 122,523

投 資 ・ 財 務 的 収 支 額 △ 4,134,491

当年度歳計現金増減額 △ 20,183

期首歳計現金残高 1,277,822

期末歳計現金残高 1,257,639

※1 一時借入金に関する情報

① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。

② 平成20年度における一時借入金の借入限度額は2,000,000千円です。

③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0円です。

※2 基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報

　収入総額 36,925,225 千円

　地方債発行額 △ 1,554,000 千円

　財政調整基金等取崩額 △ 253,383 千円

　支出総額 △ 36,943,407 千円

　地方債元利償還額 4,182,432 千円

　財政調整基金等積立額 606,150 千円

　　基礎的財政収支 2,963,017 千円
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佐倉市全体の貸借対照表 

□佐倉市全体の貸借対照表作成の経緯 

 平成１４年度決算から普通会計の外、上下水道、国民健康保険等の特別会計を含めた佐

倉市全体の貸借対照表を作成してきました。新たに、総務省から公表された「新地方公会

計制度実務研究会報告書」では、更に外郭団体、第三セクター、一部事務組合を含めた連

結財務諸表を作成するよう求めています。平成２０年度決算については、従来の総務省方

式による外郭団体（該当する第三セクターは無）を含めた貸借対照表を作成しました。 
□作成上の基本的前提 

 名称は、この貸借対照表がが地方公共団体内の会計を一覧性を持って表示することを目

的としていることから、「佐倉市全体の貸借対照表」の名称を用いることとしました。 
 地方公共団体内にある複数の会計を総合化するための手法としては、全ての会計データ

を単純に合算する結合方式、全ての会計データを合算した上、当該会計間の取引（内部取

引）を相殺消去する純計方式、全ての会計を並べて並記する並記方式があります。 
 総務省の基準では、経営状況の悪い会計が埋没してしまわないようにするため、会計を

一覧できるよう並記方式を基本とし、単純な合計及び純計を参考に示すこととしておりま

すが佐倉市でもこの方式で作成しています。 
 対象とする会計の範囲は、これも総務省の基準に準じて、地方公共団体内部の会計で、

普通会計、公営事業会計の各特別会計、公営企業法の適用される水道事業会計としていま

す。 
 基本的な作成基準は普通会計と同様で、積み上げた基礎数値は昭和４４年度以降の公営

企業決算統計や決算書のデータによるものです。 
 ただし、水道事業会計については既に公営企業法が適用され、貸借対照表が作成されて

いますので、この既存のデータを活用しています。 
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各 会 計 の 説 明 
１．水道事業会計 

水道事業会計は公営企業法が適用されており、すでにバランスシートが作成されていま

す。基本的にこの既存のデータを活用してバランスシートを作成しますが、普通会計のバ

ランスシートに合わせるために以下の調整をおこないました。    

（１）普通会計のバランスシートに計上されていない項目 
・「貯蔵品」は流動資産に「その他」項目を設けて計上しています。 
・「修繕引当金」は引当金に「その他の引当金」項目を設けて計上しています。 
・「未払金」は流動負債に「その他」項目を設けて計上しています。 

（２）会計処理手法の異なる項目について       
 ・「借入資本金」は負債の地方債として計上しています。 
 ・公営企業会計の資本は「資本金」と「余剰金」に区分計上されますが、普通会計に合

わせて「純資産」で一括計上しています。 
 
２．下水道事業特別会計 

下水道事業特別会計は水道事業会計とは異なり、公営企業法が適用されておらず、バラ

ンスシートは作成されていません。そこで、普通会計と同様に、昭和４４年度以降の公営 

企業決算統計や、決算書の数値をもとにバランスシートを作成しました。 
（１） 有形固定資産 

有形固定資産には、管渠、ポンプ場がありますので、区分ごとに減価償却計算表を作成 

し、償却後の残額をバランスシートの有形固定資産に計上しています。 
（２）投資等       
 無形固定資産では、流域下水道負担金について、法適用の公営企業と同様に、施設利用 

権としてバランスシートの投資等の「その他」に計上しています。 
○減価償却内訳                           (単位:千円) 
 管渠費 ポンプ場 施設利用権 
有形固定資産取得価格     a 34,569,735 607,269 7,862,788

非償却資産(土地)        b 1,065,221 0 0

減価償却対象有形固定資産(a-b) 33,504,514 607,269 7,862,788

減価償却累計額                d 20,121,936 322,463 3,698,892

バランスシート計上額(a-d) 14,447,799 284,806 4,163,896
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（３）その他の項目      
①現金・預金      

普通会計と同様に歳入総額から歳出総額を差し引いたもので、平成２０年度末に下水道

会計で保有している現金および金融機関に預けている預金を計上しています。 
②未収金  

年度末までに回収できなかった下水道使用料、下水道事業受益者分担金・負担金、繰越

事業に係る国庫補助金及び市債です。また、平成２０年度に徴収困難なものとして、下水

道使用料２，６６０千円を不納欠損処理いたしました。平成２０年度末現在の未収金の内

訳は、次のとおりです。       
（単位：千円） 

 下水道使用料 現年度分 11,773 

        過年度分 10,920 

 下水道事業受益者分担金・負担金 317 

 国庫補助金 4,400 

 市債 4,000 

   合   計 31,410 

 

地方債・翌年度償還予定額 
下水道事業で発行した地方債の平成２０年度末の未償還残高です。ただし、平成２１年

度に償還予定の金額は、流動負債の「翌年度償還予定額」に計上しています。 
④純資産合計      

純資産合計は資産合計から負債合計を差し引いた額になります。 
 
３．農業集落排水事業特別会計      

下水道事業特別会計と同様に、公営企業決算統計や、決算書の数値をもとにバランスシ 

ートを作成しています。ただし、農業集落排水事業特別会計が設置されたのは平成５年度

からですので、有形固定資産の額は平成５年度以降の公営事業決算統計数値を積み上げた

額になります。 
（１）有形固定資産 

有形固定資産には、管渠、ポンプ場及び処理場がありますので、区分ごとに減価償却計

算表を作成し、償却後の残額をバランスシートの有形固定資産に計上しています。 
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  ○減価償却内訳 
                             (単位：千円) 

 管渠費 ポンプ場・処理場

有形固定資産取得額 67,706 171,817

減価償却累計額 28,971 39,769

バランスシート計上額 38,915 132,048

 
（２） 未収金  

年度末までに回収できなかった農業集落排水使用料です。平成１９年度末現在の未収   
金の内訳は、次のとおりです。     

(単位：千円) 
        
 

 
 
（３）地方債・翌年度償還予定額      

農業集落排水事業特別会計で発行した地方債の平成１９年度末の未償還残高です。ただ

し平成２０年度に償還予定の金額は、流動負債の「翌年度償還予定額」に計上しています。

      
（４）正味資産合計 

正味資産合計は資産合計から負債合計を差し引いた額になります。 
  
４．その他の特別会計      

佐倉市では普通会計と公営企業会計の他に、「国民健康保険特別会計」「交通災害共済事

業特別会計」「老人保健特別会計」「介護保険特別会計」「後期高齢者医療特別会計」の５つ

の特別会計があります。 
この５つの特別会計では、普通建設事業は行っていませんので、有形固定資産はありま 

せん。資産の部では、「基金」「現金・預金」「未収金」にそれぞれの金額を計上しています。

      
（１）基金  

それぞれの特別会計で保有している基金の平成２０年度末の残高です。各会計の内訳は

次のとおりです。 
（単位：千円） 

 
 
  

農業集落排水使用料 現年度分 0 

        過年度分 3 

   合    計 3 

介護給付費準備基金（介護保険特別会計） 397,544 
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（２）現金・預金 

普通会計と同様に歳入総額から歳出総額を差し引いたもので、平成２０年度末に各特別

会計で保有している現金および金融機関に預けている預金を計上しています。 
 
（３）未収金     

年度末までに回収できなかった各会計の歳入を計上しています。平成２０年度末現在の

内訳は、次のとおりです。 
〔国民健康保険特別会計〕 

一般被保険者国民健康保険税 2,755,773 

退職被保険者等国民健康保険税 266,095 

一般被保険者返納金 1,640 

国民健康保険特別会計合計 3,023,508 

 
〔介護保険特別会計〕 

第１号被保険者介護保険料 52,490 

分担金及び負担金 5 

介護保険特別会計合計 52,495

 
 
平成２０年度に徴収困難なものとして各会計で不納欠損処理したものは次のとおりです。 

（単位：千円） 
一般被保険者国民健康保険税（国保特別会計） 135,475

退職被保険者等国民健康保険税（国保特別会計） 1,749

一般被保険者返納金（国保特別会計） 288

国保特別会計合計 137,512

第１号被保険者介護保険料（介護保険特別会計） 12,269

 
 

     
（４）純資産合計 
 各特別会計には負債がありませんので、資産合計の額がそのまま純資産になります。 
    

   
 

（単位：千円） 

（単位：千円） 
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